
みよし市立三好中学校ＰＴＡ会則 

 

（名 称） 

第１条 この会は，みよし市立三好中学校ＰＴＡといい，事務局を三好中学校におく。 

 

（目 的） 

第２条 この会は，次の事項を目的とする。 

  １ 家庭と学校と一般社会の協力により生徒の健康と福祉の増進をはかる。 

  ２ 中学校教育の向上発展を期するとともに，家庭教育及び社会教育の教育刷新に

つとめる。 

  ３ 会員の教養の向上と，その相互の親睦につとめる。 

  ４ 三好中学校の教育的環境の整備をはかる。 

 

（事 業） 

第３条 この会の目的を達成するために，次のような事業を行う。 

  １ 学校と家庭及び社会との緊密な連絡，家庭教育並びに社会教育に関する事業 

  ２ 会員の社会的視野を広め，会員相互の理解と親睦を深める事業 

  ３ 生徒の福祉並びに保健・安全に関する事業 

  ４ 生徒の教育条件と生活環境の整備・充実に関する事業 

  ５ その他目的達成のための事業 

 

（会 員） 

第４条 この会の会員は，三好中学校生徒の父母，またはこれに代わる人，教員とす

る。 

 

（役 員） 

第５条 この会の役員は，次のとおりとし，全会員のなかから選出し総会の承認を得

る。 

  １ 会 長           １名 

  ２ 副会長           １名 

  ３ 家庭教育委員（会計を兼ねる）１名 

  ４ 書 記           １名（教師） 

  ５ 会 計           ３名（内１名は家庭教育委員を兼ね、２名は教師） 

  ６ 常任委員会委員長・副委員長 ２名 

 

（任務） 

第６条 役員の任務は，次のとおりとする。 

  １ 会長は，この会を代表し，会務を統轄し，すべての会議の議長となる。 

  ２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代行する。 

  ３ 家庭教育委員は，この会の母親の意見を代行する。 

  ４ 書記は，この会の会議・活動に関する議事録をとり，書類の保管，通信，その

他の庶務事項全般を行う。 

  ５ 会計は，この会の一切の会計経理にあたり，決算報告をする。 



  ６ 常任委員会委員長および副委員長は，活動推進のための計画立案及び運営を統

括する。 

（任期） 

第７条 役員の任期は１年とする。但し，再任を妨げない。 

 

（会計監査委員） 

第８条 この会の経理を監査するため，２名の会計監査委員をおく。 

  １ 会計監査委員は，会計を監査し，総会で年度決算の監査報告をする。 

  ２ 会計監査委員は，総会で承認され，任期は１年とする。 

 

（顧 問） 

第９条 本会は顧問をおくことができる。顧問は会長の諮問に応ずる。 

 

（役員会） 

第 10条  役員会は，次のとおりとする。 

  １ 役員会は，役員で構成する。 

  ２ 役員会は，事業全般を掌握の上，その推進を図るとともに，この会の運営上必

要な事項を処理する。 

 

（実行委員会） 

第 11条  実行委員会は，次のとおりとする。 

  １ 実行委員会は，この会の役員と地区の世話役（新屋・三好上・三好下）の３名

をもって構成する。 

  ２ 実行委員会に付された内容により，この会の役員及び常任委員で構成した合同

委員会を招集することができる。 

 

（学年委員，常任委員会委員） 

第 12条 常任委員会委員は，次のとおり，各地区から選出する。 

  １ 常任委員は，各地区・各学年の保護者のなかから選出する。常任委員会委員数

は，役員会において決定する。 

  ２ 常任委員会委員は，常任委員会に付された事項等を審議推進するとともに，各

地区の連絡調整にあたる。 

  ３ 常任委員会委員の任期は１年とし，再任を妨げない。 

 

（常任委員会） 

第 13条  常任委員会は，イベント実行委員として、生徒や会員にとって必要かつ有益

となる活動を推進する。  

  〇 イベント実行委員 

１ 青少年を守る運動，交通安全運動及び環境整備に関する事業を推進する。 

   ２ 生徒の健康安全に関する事業を推進する。 

   ３ 会員の広報活動・教養の向上，親睦に関する事業を推進する。 

 

（集 会） 

第 14条  この会は，次の集会を行う。 



  １ 総会 

この会の最高の意志決定機関で，毎年１回年度始めに開催し，役員・会計監

査委員の承認，会則の改廃・事業報告・決算報告・事業計画・予算等の承認を

行う。会長または実行委員会が必要と認めた場合，及び会員の３分の１以上の

要求があった場合，臨時総会を開催する。 

  ２ 役員会 

常任委員会が推進する事業審議のほか，緊急事態の処理にあたる。会長が随

時招集する。 

  ３ 実行委員会 

総会に代わる議決機関であって，必要に応じて会長が招集する。 

  ４ 常任委員会 

この会の事業を推進するため，委員長もしくは副委員長が随時招集する。 

 

（会 計） 

第 15条 この会の経費は，会費その他の収入をもって充てる。 

 

第 16条 会費は，１家庭月額２００円とし，３か月分を前納する。一旦納入された会費

は，返納しない。 

 

第 17条 この会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（地区の世話役） 

第 18 条 各地区の事務や円滑な連絡調整を行うために世話役を置く。役員・委員と兼

ねることとする。 

 

第 19 条 世話役の任務は役員の選出に関わることとする。 

 

（改 正） 

第 20条 この会則の改正は，総会の承認を要する。 

 

附 則 

 この会則は，昭和４５年４月１日から実施する。 

  会則改正 昭和４７年４月１５日 一部改正 

       昭和４９年４月１８日 一部改正 

             昭和５１年４月２４日 一部改正 

       昭和５２年４月２８日 一部改正 

       昭和５５年４月２４日 一部改正 

       昭和５６年４月２８日 一部改正 

            昭和５８年４月２６日 一部改正 

昭和５９年４月２４日 一部改正 

       昭和６０年４月２７日 一部改正 

       昭和６１年４月２６日 一部改正 

       平成 ５年４月１７日 一部改正 

       平成１０年４月１８日 一部改正 



       平成１９年４月１４日 一部改正 

       平成２２年４月１７日 一部改正（名称変更を含む） 

       平成３１年４月１６日 一部改訂 

       令和 ３年９月２４日 一部改正 

令和 ５年４月２２日 一部改正（役員の名称変更） 

令和 ６年４月２０日 一部改正（会費の変更） 

令和 ７年５月 ２日 一部改正（組織の変更） 

 

 

 

 

みよし市立三好中学校 部活動振興費規定 

 

１ 部活動振興費は，三好中学校生徒の文化的・運動的部活動の活動を盛んにするた

め，機材購入費，修理費，選手派遣費等に充てる。 

２ 部活動振興費は，会費及び寄付金，その他の収入をもって充てる。 

３ 会費は，１家庭月額２００円の拠出をお願いし，これに充て，３か月分を前納する

ものとし，一旦納入された会費は返納しない。 

４ 庶務・会計・会計監査は，それぞれ三好中学校ＰＴＡの書記・会計・会計監査がこ

れを務める。 

５ 決算・監査結果・予算案は，三好中学校ＰＴＡの総会に報告し，承認を得る。 


